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In the Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi nuclear power plant accident which results from the earthquake in 

the Tohoku district Pacific Ocean and the tsunami accompanying it, which occurred on March 11, 2011, a severe accident occurred, 

leading to reactor core damage and containment failure. As a result, a lot of radioactive materials were released into the environment 

from the plant. Strengthening of the counter measures against containment failure including installation of a filtered venting system 

enables it to reduce the probability of these accidents as much as possible. 
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1. 緒言 

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震及び地

震に伴う津波により，東京電力福島第一原子力発電

所では全電源が喪失し，炉心損傷および格納容器閉

じ込め機能喪失に至る重大事故（シビアアクシデン

ト）が発生した。その結果，大量の放射性物質が発

電所から環境中に放出された。 
シビアアクシデントに対する原子炉格納容器の過

圧破損防止対策（格納容器破損防止対策）は，機器

のランダム故障や誤操作によって生じる「内的事象」

をベースに整備が進められてきたが，東京電力福島

第一原子力発電所事故（東電福一事故）の教訓反映

から，地震や津波等の外部からの要因によって生じ

る「外的事象」の対策整備が必要になってきた。ま

た，当該事故では大量の放射性物質が原子炉格納容

器から環境中に放出されることになったが，この対

策の一環としてフィルタ付格納容器圧力逃がし装置

（フィルタードベント）の設置が計画されている。 

ここでは，上記，格納容器破損防止対策とフィル

タードベント設備の設置の考え方について紹介する。 

 

2. PWR の格納容器破損防止対策とフィルタード

ベント設置の考え方 

2・1 PWR の格納容器破損防止対策 
PWR の格納容器破損防止対策としては，既設

の補機冷却設備を介して海水設備によって冷却

される格納容器スプレイ再循環運転に加えて，格

納容器格納容器再循環ユニットを使用した格納

容器気相部冷却が従来から「内的事象」に対する

対応として整備されている。東電福一事故の教訓

反映として，これに対して最終的な熱の逃がしが

場の多様性，独立性の観点から代替海水設備によ

る冷却手段を追加し，冷却手段の強化を図ってい

る。また，これら対策が万一失敗した場合の対応
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としてフィルタードベント設備の設置を計画し

ている。 
PWR における格納容器破損防止対策の概要を

図 2-1 に，格納容器破損シナリオを図 2-2 に示す。 

 

 

 

2・2 PWR のフィルタードベント設置の考え方 
フィルタードベントは，シビアアクシデント時

に炉心の著しい損傷が発生したことに伴い格納

容器の圧力が水蒸気によって異常に上昇した場

合において，格納容器の水蒸気を含む雰囲気をフ

ィルタを経由して格納容器外へベントすること

によって，格納容器の破損を防止する機能及び放

射性物質の放出を抑制する機能を有する設備で

ある。PWR では，格納容器スプレイ再循環運転

や格納容器再循環ユニットを使用した格納容器

気相部冷却のような放射性物質の放出を伴わな

い多様な対策手段を有するために，これら対策が

失敗した場合の更なる格納容器破損防止対策と

して設置する。 
（1）フィルタードベントの操作と容量の考え方 

PWR では環境中への放射性物質の放出の影響

を考慮して，事故発生後可能な限り遅いタイミン

グでベントする運用手順を計画している。このた

めに代替格納容器スプレイによる格納容器内へ

の注水・蓄熱対策の併用によってベントまでの時

間を 48 時間程度確保する。ベント開始は，格納

容器限界圧力に対して十分な耐力余裕が見込ま

れる格納容器最高使用圧力の 2 倍(2Pd)を目安に

して実施する手順を計画している。また，ベント

停止については，過度な減圧操作によって生じる

可能性がある格納容器負圧破損の防止の観点か

ら格納容器最高使用圧力(Pd)を目安に停止する

手順を計画している。フィルタードベントの設備

容量は上記の運用手順を考慮して事故発生後 48
時間における崩壊熱を除去できる計画としてい

る（図 2-3 参照）。 

 
 
（2）フィルタードベントの操作の考え方 

ベントの開始操作は，ラプチャディスクによっ

て受動的に実施する方式と弁操作によって人的

判断によって能動的に実施する方式があるが，

PWR ではベント操作を人的判断によって機動的

に実施できる様に等の観点から弁操作による方

式を採用する計画である。また,ベント弁操作は

電源喪失時においても現場操作が可能なような

手段，及び遮へいを考慮した操作場所を確保して

いる（図 2-4 参照）。 

 
 
（3）フィルタードベントの水素対策 

フィルタードベントの設置においては，格納容

器内で発生する水素に対する爆発対策を考慮し

た計画が必要であるが，PWR のシビアアクシデ

Fig.2-1 格納容器破損防止対策の概要 
 

Fig.2-2 格納容器破損シナリオ 
 



Fig.2-5 PWR のフィルタードベントの水素対策 

Table.2-1  PWR のフィルタードベントの事故後の処理の考え方 

ント時の格納容器内水素濃度は，大容量格納容器

の効果，及び格納容器内水素制御装置設置によっ

て事象発生から終息までの全期間に渡り，乾燥状

態を想定しても爆轟領域以下に抑制される。従っ

て，格納容器外へ漏えいし燃焼しても，爆発的な

圧力過渡を伴う水素爆轟は発生しない。よって， 
PWR では水素爆発（爆轟）の懸念はないが，燃

焼の可能性があることからその影響緩和策につ

いて考慮している（図 2-5 参照）。 

 
（4）フィルタードベントの使用後の処理 

フィルタードベントの設置においては，事故

終息後における設備の使用後の処理と作業員の

作業性，及び近接性を考慮した計画が必要である。

PWR では乾式，及び湿式の２つのタイプのフィ

ルタを計画中であるが各タイプにおける使用後

の処理の考え方を表 2-1 に纏めた。 

 

3. BWR の格納容器破損防止対策とフィルタード

ベント設置の考え方 

3・1 BWR の格納容器破損防止対策 
（1）格納容器破損防止対策の概要 

BWR では，重大事故時に炉心が損傷した場合に

も格納容器の健全性を確保するために，格納容器

への注水，格納容器の冷却，格納容器ベント，そ

してそれらの対応に必要な電源の確保等の種々の

対策を行うことを計画している。フィルタードベ

ント装置もそれらの対策のうちの重要なひとつで

ある。 

炉心損傷を伴う重大事故時にはこれらの種々の

対策設備を有効に活用することにより格納容器を

健全に保ち，環境に放射性物質による影響を与え

ないように対応を行ってゆく。 
 
（2）炉心損傷後の格納容器破損防止の手段 

重大事故により炉心が損傷した場合，代替 PCV
注水/スプレイ/下部ドライウェル注水等の手段に

より，損傷炉心デブリを冷却するとともに格納容

器雰囲気の冷却，圧力上昇の抑制を行う。その間

に本設RHRによる格納容器冷却が復旧すれば格納

容器は健全に保つことが出来る。本設 RHR の復旧

が見込めない場合にはドライウェル冷却器を活用

して格納容器雰囲気の冷却に努める。これらの対

応を実施しても格納容器の圧力制御が困難となっ

た場合にフィルタードベント装置を使用して格納

容器のベントを行い，格納容器内に充満した気体

を排出することにより格納容器の減圧を行う。ま

た，格納容器の健全性確保手段の信頼性をさらに

向上させるために種々の格納容器防護対策につい

ても検討している。 
3・2 フィルタードベント装置設置の考え方 

Fig.3-1 BWR の格納容器破損防止対策の例 
 

Fig.3-2 炉心損傷後の事象緩和フロー 
 



Fig.3-3 フィルタードベント装置の構造(例) 
 

（1）フィルタードベント装置の構造(例) 
BWR は湿式のフィルタードベント装置を設置す

る計画としている。装置はステンレス製縦型タ

ンク形状のものである。格納容器からベントさ

れたガスを第 1 段のベンチュリスクラバー型の

スクラビングノズルを通すことにより水中にエ

アロゾルをトラップし，第 2 段の金属フィルタ

でさらにエアロゾルをろ過するものである。 

 
（2）フィルタードベントシステム設計上の考慮事

項 
i)操作性向上 
フィルタードベントシステムは全交流電源が喪

失した場合にも運転が可能なように，隔離弁は直

流駆動または空気作動弁を用い，さらに現場で遮

へい壁越しに操作可能な弁とする。ベント操作を

確実に実施するために，高設定圧のラプチャディ

スクは設けない。運転に必要なフィルタードベン

ト装置周りの計器は受動計器とし，遮へい壁越し

に監視可能なようにする。 
ii)水素爆発防止 
系統内は常時窒素封入し，ベント時に水素ガスが

流入しても燃焼しないようにする。そのため，系

統出口付近に窒素置換バウンダリ形成のための低

設定圧ラプチャディスクを設けるとともに，必要

に応じて系統に窒素ガスを供給できるようにする。 
また，ベント配管は独立させ，排気配管も SGTS

と共用しない。 
iii)その他の考慮事項 
フィルタ装置は水の蒸発を考慮しても適切な期

間に必要な水位を確保できるように保有水量を設

定するとともに，必要に応じ遮へい壁越しに水を

補給できるように考慮する。また，ベント装置運

転後に汚染した水を容易に処理できるように考慮

する。 

 
 

 

 

 

4. 結語 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地

震及び地震に伴う津波を起因とした東京電力福島第

一原子力発電所事故では炉心損傷および格納容器閉

じ込め機能喪失に至るシビアアクシデントが発生し，

その結果として大量の放射性物質が発電所から環境

中に放出されたが，フィルタードベントシステムの

設置を含めた格納容器破損防止対策の強化によって，

これら事故の発生確率を可能な限り低減することが

可能となる。 
原子力発電所の安全性向上について，上記対策に

満足することはなく諸外国の動向，他産業の技術革

新等を踏まえて常に前向きな姿勢で取り組む努力を

継続していきたい。 

 

Fig.3-4 フィルタードベントシステム設計上の考慮 
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